
指名競争入札実施要領  

 

                  平成２３年４月１日企財第３号  

 

    改正  

        平成２５年３月８日  

        平成２６年３月４日  

        平成２９年３月３０日  

        令和元年１０月１日  

        令和３年６月２８日  

        令和５年６月２６日  

        令和５年９月２９日  

 

 （趣旨）  

第１  この要領は、別に定めがあるもののほか、町営建設工事の請負契

約に係る指名競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

 (1) 資格等規程  町営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札

及び指名競争入札の参加者の資格等に関する規程（平成２３年山田

町告示第２６号）をいう。  

 (2) 要綱  町営建設工事の請負契約に係る競争入札実施要綱（平成２

３年４月１日付け企財第１号）をいう。  

 (3) 指名基準  町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札における

入札参加者の指名基準（平成２３年４月１日付け企財第８号）をい

う。  

 （対象工事）  

第３  指名競争入札の対象工事（以下「対象工事」という。）は、原則と

して、資格等規程第２条第１号に定める町営建設工事のうち、次に掲

げるものとする。  

 (1) 災害等における緊急を要する工事  

 (2) 特殊機械又は特殊な工法・技術を要する工事で施工可能な者が限

定される工事  

 (3) その他緊急を要する工事で町長が認めるもの  

 （予定価格調書の取扱い）  



第４  対象工事を所管する課等の長は、当該入札に係る入札日の前日ま

でに予定価格を定めるものとする。  

 （入札参加者の指名等）  

第５  町長は、指名競争入札を行うときは、資格等規程、要綱、指名基

準等に基づき入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）の指名

を行うものとする。  

 （被指名者への通知）  

第６  町長は、第５の規定により入札参加者を指名したときは、指名競

争入札通知書（様式第１号。以下「指名通知」という。）により被指名

者に通知するものとする。  

２  町長は、被指名者に指名競争入札心得（様式第２号）を配布するも

のとする。  

 （設計図書等の受け取り）  

第７  入札参加者は、対象工事の仕様書、図面及び積算参考資料（以下

「設計図書等」という。）を別表のいずれかの方法により受け取るもの

とする。  

（設計図書等に関する質問等）  

第８  入札参加者は、設計図書等に関する質問がある場合は、指名通知

に示す期間内に、書面により町長に申し出ることができる。  

２  町長は、前項の質問及び質問に対する回答を入札期日の２日前（山

田町の休日に関する条例（平成２年山田町条例第４号）に規定する町

の休日を除く。）までに、入札参加希望者に周知するものとする。  

 （入札の方法）  

第９  入札は、入札参加者を指名通知で指定した日時及び場所に集合さ

せ、一斉に入札書を提出させる方法により行う。  

２  町長は、代理人により入札しようとする者がある場合は、入札前に

委任状を提出させなければならない。  

３  町長は、前項の委任状が提出されたときは、次に掲げる事項を確認

しなければならない。  

 (1) 委任者の氏名及び押印  

 (2) 代理人の氏名及び押印  

 (3) 委任事項  

 （工事費内訳書の提出等）  

第１０  町長は、すべての入札参加者に工事費内訳書（様式第３号）を

入札書に添付して提出させるものとする。  

 （開札）  



第１１  開札は、入札に参加した者を立ち会わせて行うものとする。た

だし、当該入札に参加した者が立ち会わないときは、当該入札事務に

関係のない職員を立ち会わせるものとする。  

２  開札の結果、入札書と工事費内訳書の金額が一致しない場合は、無

効として取り扱うものとする。  

３  開札の結果、有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内（最

低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格と最低制限価格の範囲

内）で最低の価格をもって入札したものを、落札者と決定するものと

する。  

 （再度入札）  

第１２  町長は、開札の結果、第１１第３項に規定する落札者がなかっ

たときは、再度入札を行うことができる。  

２  再度入札に参加できる者は、失格又は無効の入札書を提出していな

い者とする。  

３  再度入札は、２回を限度とする。  

 （くじによる落札者の決定）  

第１３  開札の結果、落札者となるべき者（以下「落札候補者」という。）

が複数となった場合は、当該落札候補者にくじを引かせて落札者を決

定する。ただし、当該落札候補者がくじを引かないときは、当該入札

事務に関係のない職員にくじを引かせる。  

 （補則）  

第１４  この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

   附  則  

 この要領は、平成２３年７月１日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、平成２５年３月８日から施行する。  

   附  則  

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は、令和元年１０月１日から施行する。  

附  則  

 １  この要領は、令和３年７月１日から施行する。  

 ２  令和３年６月３０日以前に通知をした対象工事の指名競争入札の

取扱いは、なお従前の例による。  



附  則  

 この要領は、令和５年７月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は、令和５年１０月１日から施行する。  

 

  



別表（第７関係）  

１  町指定の設計図書等引換場

所において設計図書等を直接

受け取る場合  

２  山 田 町 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら

設 計 図 書 等 の 電 子 デ ー タ を ダ

ウンロードする場合  

(1)  納入通知書兼領収証書及

び設計図書等購入申込書兼引

換証（様式第４号）に必要事

項を記入し、工事担当課にフ

ァックスを送信した後、電話

で予約確認をすること。  

(2)  記入した後の納入通知書

兼領収証書及び設計図書等購

入申込書兼引換証により、町

指定金融機関等に設計図書等

購入代金を納入すること。  

(3)  設計図書等購入代金を納

付後、町指定の設計図書等引

換場所において設計図書等購

入申込書兼引換証と引換えに

設計図書等を受け取ること。  

(1)  指名通知に同封されたパス

ワ ー ド 通 知 書 に 記 載 さ れ て い

るパスワードを入力し、山田町

の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 さ れ て

い る 設 計 図 書 等 の 電 子 デ ー タ

をダウンロードすること。  

(2)  ダウンロード完了後は、設

計図書等縦覧済通知書（様式第

５号）を作成し、財政課にファ

ッ ク ス 又 は 電 子 メ ー ル に よ り

送付すること。  

 


